
10月1日

現役並み 40,200円　 72,300円＋(医所費ー
所 得 者　　　　　　　361,500円)×1％

【40,200円】

〔７〕平成18年９月１日・広報くずまき 広報くずまき・平成18年９月１日〔６〕

路
線
バ
ス「
白
樺
号
」と
携
帯
電
話

八
月
二
十
五
日
、
議
会
副
議
長
と
担
当
課
長

と
も
ど
も
仙
台
の
Ｊ
Ｒ
バ
ス
東
北
本
社
を
訪
れ

た
。
こ
の
路
線
は
不
採
算
で
あ
る
こ
と
と
、
バ
ス

事
業
全
体
を
取
り
巻
く
環
境
が
大
変
厳
し
く
な
っ

て
き
て
い
る
現
状
の
説
明
が
あ
っ
た
が
「
白
樺
号

の
現
行
ど
お
り
の
運
行
」
を
要
請
し
た
。

次
に
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
東
北
を
訪
れ
た
。
光
フ

ァ
イ
バ
ー
の
敷
設
工
事
に
初
期
投
資
が
大
き
い
こ

と
、
こ
れ
を
回
収
す
る
べ
き
電
話
利
用
料
金
と
維

持
管
理
経
費
と
を
差
し
引
き
す
る
と
赤
字
に
な
る

こ
と
と
、
こ
れ
か
ら
開
設
す
る
場
所
は
ど
こ
も
不

採
算
地
帯
で
あ
る
と
の
説
明
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

鐚
巻
町
は
今
後
一
層
の
利
用
拡
大
が
見
込
ま
れ
る

可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
、
一
日
も
早
い
不

感
地
帯
解
消
を
要
請
し
た
。

生
活
路
線
バ
ス
も
携
帯
電
話
も
、
山
村
で
あ
ろ

う
と
都
市
部
で
あ
ろ
う
と
、
平
等
に
提
供
す
べ
き

公
共
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
採
算
と
い

う
理
由
で
不
便
を
強
い
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で

あ
る
。
こ
れ
を
解
消
す
る
の
は
本
来
、
国
や
政
治

の
役
目
、
私
も
一
層
奮
励
努
力
し
な
け
れ
ば
…
。

ひ�とり�
ごと澪�

町長の�
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療
養
病
床
に
入
院
す
る
と
き

食
費
の
ほ
か
に
居
住
費
が
新
た
に
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療
養
病
床
に
入
院
す
る
七
十
歳
以
上
の

人
は
、
こ
れ
ま
で
食
材
料
費
に
か
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
費
用
と
し
て
、
お
よ
そ
二
万

四
千
円
を
負
担
し
て
い
ま
し
た
。

十
月
か
ら
は
、
次
の
表
の
と
お
り
食
費

の
ほ
か
に
居
住
費
を
新
た
に
負
担
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
負
担
額
は
、
介
護
保
険

と
同
額
で
す
。

税
制
改
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

所
得
区
分
の
判
定
基
準
が
見
直
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
に
伴
い
、
十
月
一
日
か
ら
老
人

保
健
と
高
額
療
養
費
の
医
療
機
関
に
か
か

る
と
き
の
自
己
負
担
額
が
変
わ
り
ま
す
。
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老
人
保
健
の
現
役
並
み
所
得
者

自
己
負
担
割
合
が
2
割
か
ら
3
割
に
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現
役
並
み
所
得
者
の
自
己
負
担
割
合

が
、
二
割
か
ら
三
割
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま

す
。
そ
れ
以
外
の
一
般
や
低
所
得
Ⅰ
・
Ⅱ

に
当
て
は
ま
る
人
は
、
一
割
の
ま
ま
据
え

置
か
れ
ま
す
。
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高
額
療
養
費
の

自
己
負
担
限
度
額
を
一
部
引
き
上
げ
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高
額
療
養
費
制
度
に
お
け
る
自
己
負
担

限
度
額
の
見
直
し
に
よ
り
、
下
表
の
と
お

り
医
療
に
か
か
る
自
己
負
担
の
限
度
額
が

一
部
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

医
療
に
か
か
る
自
己
負
担
限
度
額
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
一
カ
月
間
の
医
療
費
の
自
己
負

担
が
高
額
に
な
っ
た
と
き
、
限
度
額
を
超

え
た
分
が
高
額
医
療
費
と
し
て
支
給
さ
れ

ま
す
。
入
院
の
と
き
は
、
世
帯
単
位
で
の

自
己
負
担
限
度
額
を
も
と
に
し
た
額
に
な

り
ま
す
。

高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
人
に
は
役

場
か
ら
通
知
し
ま

す
。
印
鑑
と
医
療

機
関
の
領
収
書
を

お
持
ち
の
う
え
、

住
民
課
国
保
係
へ

お
越
し
く
だ
さ
い
。

医
療
機
関
に
か
か
る
と
き
の

自
己
負
担
額
が
変
わ
り
ま
す

現役並み所得者とは
70歳以上の人や老人保健

で医療を受けている人のう

ち、１人でも一定所得（課税

所得が145万円）以上の人が

同一世帯にいる人です。

ただし、収入の合計が１

人世帯で383万円未満、2人

以上世帯で520万円未満のと

きは、申請により一般の区

分と同じになります。

7 0 歳 未 満 の 人
平成18年10月1日から

自己負担限度額

150,000円＋(医療費ー
500,000円)×1％
【83,400円】

一　　　般　　80,100円＋(医療費ー
267,000円)×1％
【44,400円】

低 所 得 者　　　　 35,400円
(住民税非課税） 【24,600円】

平成18年９月30日まで

自己負担限度額

139,800円＋(医療費ー
466,000円)×1％
【77,700円】

一　　　般　　72,300円＋(医療費ー
241,000円)×1％
【40,200円】

低 所 得 者　　　　 35,400円
(住民税非課税） 【24,600円】 詳

し
く
は
、住
民
課
国
保
係�

（
蕁
役
場
内
線
1
2
5
）ま
で�

7 0 歳 以 上 の 人
平成18年10月1日から

蛔

平成18年９月30日まで

外来（個人ごと） 外来＋入院

一　　般 12,000円　　 40,200円

低所得者Ⅱ 8,000円　　 24,600円

低所得者Ⅰ 8,000円　　 15,000円

(注）金額は、１カ月当たりの限度額。【 】内の金額は、多数該当（過去12カ月に3回以上
高額療養費の支給を受け4回目以降の支給に該当）の場合です。

蛔

●1カ月の負担の目安

食　費　42,000円

居住費　10,000円

※人工呼吸器、中心静脈栄

養などを要する患者や脊髄損

傷（四肢麻痺がみられる状

態）、難病などの患者につい

ては今までどおりです。

所得が低いとき

住民税非課税世帯 30,000円

年金受給額80万円以下等 22,000円

老齢福祉年金の受給者 10,000円

ご存じですか？
介護保険料の減額措置──────────

介護保険には、次のとおり申請による保険料

の減額措置があります。４月にさかのぼって減

額できるのは10月31日受付け分までですので、

お早めに手続きをお願いします。

【対 象 者】第１号被保険者（65歳以上）で所得

段階が第２、３段階で生活が困難と認められた人

【減額内容】

第２段階…年額30,400円から23,400円

第３段階…年額35,100円から23,400円

※どちらも第１段階と同じ金額になります。

詳しくは、健康福祉課介護係（蕁役場内線155）

へお問い合わせください。

鐚巻町議会議員

高 宮 時 男さん

町
議
会
議
員
の
高
宮
時

男
さ
ん
（
田
子
）
が
八
月

九
日
、
急
逝
さ
れ
ま
し
た
。

六
十
三
歳
で
し
た
。

高
宮
さ
ん
は
、
議
員
と

し
て
の
活
動
の
ほ
か
民
生

児
童
委
員
、
町
障
害
者
作

業
所
「
す
ず
ら
ん
工
房
」

所
長
、
鐚
巻
ラ
イ
オ
ン
ズ

ク
ラ
ブ
会
長
な
ど
幅
広
い

分
野
で
活
躍
し
、
地
域
、

福
祉
の
向
上
に
尽
力
さ
れ

ま
し
た
。

心
か
ら
ご
冥
福
を
お
祈

り
し
ま
す
。

どうぞ
やすらかに

上位所得者

（月収56万円以上)

上位所得者

（月収53万円以上)

外来（個人ごと） 外来＋入院

一　　般 12,000円　　 44,400円

現役並み 44,400円　 80,100円＋(医所費ー
所 得 者　　　　　　　267,000円)×1％

【44,400円】

低所得者Ⅱ 8,000円　　 24,600円

低所得者Ⅰ 8,000円　　 15,000円

自己負担限度額自己負担限度額


